長門市上下水道局印刷物等有料広告掲載要綱

平成30年4月1日
上下水道局要綱第6号
(趣旨)
第1条　この要綱は、本市上下水道局が発行等を行う印刷物等への有料による広告掲載の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

(定義)

第2条　この要綱において「印刷物等」とは、上下水道局が発行する水道料金等納付書、郵便用封筒、ホームページその他広告を掲載する媒体をいう。 

(広告掲載の基準)

第3条　印刷物等に掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

(1)　市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの 

(2)　法令又は条例等に違反し、又は違反するおそれのあるもの 

(3)　政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの 

(4)　公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの 

(5)　前各号に掲げるもののほか、上下水道事業の管理者の権限を行う長（以下「市長」という。）が広告として掲載することが適当でないと認めるもの 

(広告の規格等)

第4条　広告の規格、作成方法、掲載料等は、印刷物等ごとに市長が別に定める。 

(広告の募集)

第5条　広告の募集は、市広報、長門市ホームページ等により行うものとする。 

(広告への申込み等)

第6条　印刷物等に広告の掲載を希望するもの（以下「広告掲載希望者」という。）は、長門市上下水道局印刷物等有料掲載申込書（別記様式。以下「申込書」という。）に掲載しようとする広告の原稿を添えて、提出しなければならない。 

2　市長は、申込書を受理したときは、その内容を審査し、広告掲載の可否を決定するとともに、広告掲載希望者に通知するものとする。 

3　広告掲載の決定を受けた広告掲載希望者（以下「広告主」という。）は、速やかに掲載しようとする広告の版下原稿を市長に提出するものとする。 

(広告掲載料及び広告掲載料の納付)

第7条　広告主は、広告掲載料を市長の指定する日までに、一括前納しなければならない。 

(広告主の責務)

第8条　広告の内容に関する責務の一切は、広告主が負うものとする。 

2　版下原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。 

(広告掲載の取り消し)

第9条　市長は、印刷物等の編集及び発行上支障があるとき又は市長が指定する日までに版下原稿の提出をしなかったとき若しくは広告掲載料を指定する日までに納入しなかったときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。 

2　市長は、掲載された広告が第3条各号の基準に該当すると認めた場合は、直ちに広告を中止させることができる。この場合において、当該印刷物等に係る費用に損失を生じたときは、そのすべてを広告主が負担するものとする。 

[第3条各号]

(掲載料の還付)

第10条　市長は、広告掲載が決定した後、広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかったときは、広告掲載料の一部又は全部を還付することができる。 

(その他)

第11条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 

別記様式(第6条関係)

長門市上下水道局印刷物等有料掲載申込書

年　　月　　日

長門市長　(上下水道事業)　様

申込者住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
連絡先

長門市上下水道局印刷物等への有料広告を下記内容で申込みます。

記

１　希望印刷物等

２　掲載希望期間

３　希望金額

４　掲載内容　　別添のとおり

５　その他

